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令
和
五
年
、
癸
卯
の
歳
の
新
春
を
迎

え
、
ま
ず
も
っ
て
御
皇
室
の
益
々
の
弥
栄

と
、
県
内
各
神
社
の
御
社
頭
の
ご
隆
昌
、

そ
し
て
神
職
各
位
、
氏
子
の
皆
様
の
ご
健

勝
、
ご
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。

　

令
和
二
年
の
二
月
頃
か
ら
中
国
武
漢
に

端
を
発
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
は
、
世
界
中
を
震
撼
さ
せ
ま
し
た
。
人

の
行
き
来
が
な
く
な
り
、
町
か
ら
人
の
姿

が
消
え
、
商
店
や
観
光
地
は
ひ
っ
そ
り
と

静
ま
り
か
え
る
日
が
続
き
ま
し
た
。
収
ま

り
か
け
た
か
と
思
う
と
そ
の
変
異
株
が
現

れ
、
感
染
者
は
再
び
増
加
す
る
。
そ
の
繰

り
返
し
で
、
昨
年
夏
以
降
も
オ
ミ
ク
ロ
ン

株
と
い
わ
れ
る
変
異
株
が
流
行
し
、
各
地

の
秋
祭
り
の
神
賑
行
事
が
縮
小
さ
れ
た
り

中
止
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
丸
三
年
間
に

わ
た
る
行
事
の
中
止
は
、
今
後
の
神
社
行

事
遂
行
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念

さ
れ
ま
す
が
、
今
年
こ
そ
は
賑
や
か
な
秋

祭
り
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
期
待
い
た
し
ま

す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
岡
山
県
神
社
庁
は
昨

年
、
神
社
関
係
者
大
会
を
六
十
回
の
記
念

大
会
と
し
て
催
す
は
ず
で
し
た
。
毎
年
四

月
下
旬
に
行
わ
れ
る
大
会
は
昨
年
の
計
画

段
階
で
コ
ロ
ナ
第
六
波
の
渦
中
で
あ
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
、
協
議
の
結
果
大
会
の
中

止
が
決
断
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
大
会
は

中
止
で
も
表
彰
だ
け
は
行
う
こ
と
、
来
年

（
令
和
五
年
）
の
大
会
を
六
十
回
の
記
念

大
会
と
し
て
行
う
こ
と
、
併
せ
て
物
故
者

慰
霊
祭
も
斎
行
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
挨
拶
を
書
く
に
当
た
っ
て
「
六
十

回
と
い
う
節
目
の
大
会
に
な
る
け
れ
ど
、

初
回
は
い
つ
で
ど
の
よ
う
な
大
会
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
」
と
い
う
興
味
が
わ
い
て
き
ま

し
た
。
こ
れ
を
調
べ
る
の
に
手
っ
取
り
早

い
の
は
『
庁
報
』
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と

で
す
。
以
前
教
化
委
員
会
に
い
た
こ
ろ
庁

報
の
収
集
を
手
が
け
た
こ
と
が
あ
り
、
そ

の
と
き
の
フ
ァ
イ
ル
を
取
り
出
し
て
み
ま

し
た
。
昭
和
三
十
七
～
八
年
の
こ
と
だ
ろ

う
と
繰
っ
て
み
る
と
、
昭
和
三
十
四
年
十

一
月
三
十
日
発
行
の
第
二
十
八
号
に
記
事

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
「
昭
和
三
十

四
年
度
定
例
神
社
関
係
者
大
会
を
九
月
二

十
五
日
午
前
十
時
半
よ
り
岡
山
市
天
満
屋

葦
川
会
館
に
於
て
、
神
職
・
神
社
総
代
五

百
数
拾
名
出
席
、
来
賓
と
し
て
知
事
代
理

（
林
文
書
学
事
課
長
）、
松
本
要
の
両
氏
参

列
し
、
左
記
の
通
り
盛
会
に
挙
行
し
た
。」

と
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
庁
長
は
藤
井
孝

氏
で
す
が
、庁
長
の
「
挨
拶
」
の
中
に
「
初

め
て
執
り
行
う
」
等
の
文
言
は
あ
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
大
会
名
称
に
「
定
例
」
と
あ

る
の
で
、
そ
れ
以
前
に
も
あ
っ
た
の
か
と

庁
報
を
繰
っ
て
み
て
も
開
催
は
ど
う
も
こ

こ
が
初
め
て
の
よ
う
で
し
た
。
で
も
こ
こ

を
起
点
と
す
る
と
令
和
四
年
は
六
十
回
を

超
え
そ
う
で
す
。（
こ
れ
は
え
ら
い
こ
と

で
す
！
）
改
め
て
庁
報
を
丹
念
に
め
く
っ

て
関
係
者
大
会
の
記
事
を
さ
が
す
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
昨
年
発
刊
さ
れ
た
最
新
の

庁
報
は
百
三
十
三
号
、
そ
れ
ま
で
の
昭
和

三
十
年
代
か
ら
五
十
年
代
に
十
二
号
分
の

欠
損
が
あ
り
完
璧
で
は
な
い
の
で
す
が
、

第
十
六
回
大
会
が
昭
和
五
十
四
年
の
庁
報

五
十
号
に
前
年
の
行
事
で
回
数
と
共
に
記

載
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
令
和
四
年
ま
で
を
数

え
る
と
丁
度
六
十
年
で
し
た
。
昭
和
三
十

四
年
を
初
回
と
す
る
と
昭
和
五
十
二
年
迄

の
十
八
年
間
に
十
五
回
の
関
係
者
大
会
が

催
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く

大
会
を
催
さ
な
か
っ
た
年
が
四
回
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。（
十
五
回
以
前
は
大
会
の

記
載
は
あ
っ
て
も
回
数
が
書
か
れ
て
お
ら

ず
庁
報
の
欠
損
も
あ
っ
て
非
開
催
年
が
特

定
で
き
ま
せ
ん
。）

　

と
も
か
く
十
六
回
以
降
は
規
則
正
し
く

回
数
を
重
ね
て
お
り
「
六
十
回
」
記
念
大

会
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
物
故
者
慰

霊
祭
と
講
演
会
、
式
典
を
執
り
行
う
予
定

で
す
が
、
更
な
る
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
用
意
す

べ
く
、
奔
走
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
期
待

く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
も
う
一
つ
。
皆
様
に
ご
心
配
を

お
か
け
し
て
お
り
ま
す
神
社
本
庁
人
事
に

つ
い
て
で
す
。
昨
年
五
月
に
行
わ
れ
た
神

社
本
庁
評
議
員
会
で
決
ま
ら
な
か
っ
た

「
総
長
」
に
つ
い
て
、
様
々
な
憶
測
や
噂

を
耳
に
す
る
か
と
思
い
ま
す
。
週
刊
誌
な

ど
の
一
般
報
道
、『
神
社
新
報
』
や
『
若
木
』

な
ど
で
知
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
い
ま
す

が
、
概
要
を
次
の
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。
皆
様
に
は
今
少
し
静
観
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
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現
在
、
神
社
本
庁
（
以
下
本
庁
）
で
は

総
長
が
決
ま
ら
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

何
故
こ
ん
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。

　

そ
れ
は
平
成
二
十
七
年
に
本
庁
が
所
有

す
る
百
合
丘
職
舎
（
川
崎
市
）
の
売
却
問

題
に
端
を
発
す
る
。
こ
の
売
買
に
於
い
て
不

審
感
を
抱
い
た
本
庁
の
部
長
が
役
員
二
名

に
告
発
文
を
手
交
し
、
そ
の
内
部
事
情
を

評
議
員
が
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
庁
は
二

人
の
部
長
に
対
し
職
務
違
反
が
あ
っ
た
と

し
て
、
解
雇
及
び
降
格
処
分
と
し
た
た
め
、

二
人
の
部
長
は
本
庁
を
相
手
取
り
地
位
確

認
の
訴
訟
を
起
こ
し
、
本
年
四
月
最
高
裁

判
決
で
本
庁
の
主
張
が
棄
却
さ
れ
全
面
敗

訴
と
な
り
、
二
人
は
元
の
職
に
戻
さ
れ
た
。

　

四
年
半
に
亘
り
裁
判
が
長
期
化
す
る
中
、

評
議
員
会
で
は
再
三
和
解
の
提
案
が
為
さ

れ
た
が
、
本
庁
は
聞
き
入
れ
る
こ
と
も
な

く
裁
判
を
続
け
た
た
め
、
神
社
界
に
混
乱

と
分
断
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

令
和
四
年
五
月
の
評
議
員
会
に
於
い
て
、

冒
頭
鷹
司
統
理
様
が
全
会
一
致
で
推
挙
さ

れ
た
。
ま
た
新
理
事
（
予
定
者
）
も
選
任

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
同
日
開
催
さ
れ
た

役
員
会
に
於
い
て
、
統
理
様
は
現
在
の
状

況
を
憂
い
て
本
庁
を
刷
新
す
べ
く
、
神
社

本
庁
役
員
そ
の
他
の
機
関
に
関
す
る
規
程

第
七
条
及
び
庁
規
第
十
二
条
の
「
総
長
は
、

役
員
会
の
議
を
経
て
、
理
事
の
う
ち
か
ら

統
理
が
指
名
す
る
。
副
総
長
は
、
総
長
の

意
見
を
聞
い
て
、
理
事
の
う
ち
か
ら
統
理
が

指
名
す
る
。」
に
基
づ
き
総
長
に
旭
川
神
社

宮
司
（
北
海
道
）
芦
原
高
穂
氏
を
、
副
総

長
に
竈
門
神
社
宮
司
（
福
岡
県
）
西
高
辻

信
良
氏
を
そ
れ
ぞ
れ
指
名
し
た
。
し
か
し

事
務
局
が
「
議
を
経
て
」
と
は
役
員
会
の

議
決
が
必
要
と
の
考
え
を
主
張
し
た
た
め

統
理
様
は
「
確
認
を
行
う
」
と
し
て
、総
長・

副
総
長
は
決
ま
ら
ず
閉
会
と
な
っ
た
。

　

統
理
様
は
後
日
最
高
裁
判
所
判
事
経
験

者
を
含
む
複
数
の
弁
護
士
か
ら
話
を
聞
き
、

「
議
を
経
て
」
と
は
「
審
議
を
経
て
」
で
あ

り
過
半
数
の
決
議
は
必
要
な
い
と
の
結
論

に
至
っ
た
た
め
、
新
総
長
指
名
書
を
作
成

し
、
本
庁
に
手
交
し
た
。
し
か
し
本
庁
事

務
局
は
決
議
が
な
か
っ
た
と
し
て
指
名
書

を
無
効
扱
い
と
し
、
手
続
き
も
取
ら
な
か
っ

た
た
め
、
芦
原
氏
は
代
表
役
員
登
記
の
申

請
を
行
っ
た
。

　

こ
の
行
為
に
対
し
、
本
庁
は
旭
川
地
裁

に
「
芦
原
氏
が
本
庁
の
代
表
役
員
の
地
位

に
な
い
こ
と
」
の
地
位
保
全
仮
処
分
申
立

を
行
い
、
七
月
八
日
仮
処
分
が
認
め
ら
れ

た
。
そ
こ
で
芦
原
氏
は
八
月
五
日
東
京
地

裁
に
「
代
表
役
員
の
地
位
確
認
請
求
」
訴

訟
を
提
起
し
、
十
二
月
に
結
審
と
な
る
予

定
で
あ
る
。

　

十
月
十
三
日
本
庁
評
議
員
会
が
開
催
さ

れ
、
統
理
様
は
冒
頭
の
挨
拶
の
中
で
、
改

め
て
総
長
に
芦
原
高
穂
氏
を
指
名
す
る
と

し
、
理
解
を
求
め
た
。

　

以
上
が
現
在
ま
で
の
経
緯
で
あ
る
。
統

理
様
は
神
社
本
庁
の
代
表
で
あ
り
、
総
長

は
統
理
様
の
命
を
受
け
て
庁
務
を
総
管
す

る
立
場
で
あ
り
、
役
員
会
は
統
理
様
が
招

集
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
宗
教
法
人
法
で
は
代
表
役
員
は

役
員
の
互
選
と
な
っ
て
い
る
が
、
庁
規
も

神
社
規
則
も
別
段
の
定
め
を
設
け
て
お
り
、

庁
規
で
は
「
役
員
会
の
議
を
経
て
統
理
が

指
名
す
る
」、
神
社
規
則
で
は
「
宮
司
を
以

て
充
て
る
」
と
し
て
い
る
。
昭
和
二
十
七
年

制
定
の
庁
規
の
条
項
の
解
釈
を
巡
っ
て
の

騒
動
に
、
今
更
と
い
う
思
い
と
、
庁
規
の
解

釈
を
司
法
に
よ
る
判
断
に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
い
現
状
を
鑑
み
た
と
き
、
神
社
界
の
良

き
伝
統
や
風
習
が
瓦
解
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

庁
規
の
解
釈
は
司
法
で
は
な
く
、
最
高
議

決
機
関
で
あ
る
評
議
員
会
に
於
い
て
決
す

る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
の
役
員

は
評
議
員
会
に
諮
ろ
う
と
は
し
な
い
。

　

評
議
員
会
で
満
場
一
致
で
推
挙
さ
れ
た

統
理
様
が
、
本
庁
の
将
来
に
強
い
危
機
感

を
持
ち
、
現
在
の
庁
務
の
あ
り
方
を
見
直

し
、「
透
明
性
」
と
「
公
平
性
」
が
確
保
さ

れ
た
正
常
な
庁
務
運
営
に
立
ち
返
る
こ
と

を
期
待
し
て
、
芦
原
氏
を
総
長
に
指
名
し

た
こ
と
は
重
い
決
断
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
統
理
様
の
思
い
を
体
得
し
て
統
理

様
を
支
え
る
の
が
役
員
の
務
め
で
あ
る
筈

で
あ
る
。

　

役
員
会
で
は
田
中
氏
を
新
総
長
と
し
て

推
す
理
事
の
方
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、

多
数
決
の
論
理
で
統
理
様
が
自
ら
作
成
し

た
総
長
指
名
書
を
無
効
と
し
た
。
ま
た
多

数
決
に
よ
り
決
め
、
強
引
に
指
名
い
た
だ

く
こ
と
は
統
理
様
が
危
惧
す
る
透
明
性
や

公
平
性
の
担
保
に
は
な
ら
な
い
。

　

神
社
に
於
い
て
は
各
種
の
承
認
申
請
書

を
本
庁
に
提
出
す
る
際
に
は
責
任
役
員
全

員
の
賛
成
を
求
め
ら
れ
る
が
、
神
社
を
包

括
し
指
導
す
る
立
場
の
本
庁
に
於
い
て
多
数

決
で
事
案
が
執
り
進
め
ら
れ
る
こ
と
は
整
合

性
に
欠
け
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

本
庁
広
報
紙
の『
若
木
』
や
『
神
社
新
報
』

等
で
こ
の
問
題
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
神

社
界
全
体
で
推
挙
し
た
統
理
様
を
中
心
に

も
う
一
度
神
社
界
が
一
丸
と
な
り
、
明
き
浄

き
誠
の
心
を
持
っ
た
神
社
本
庁
と
な
る
こ

と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

神
社
本
庁
総
長
決
ま
ら
ず

神
社
本
庁
総
長
決
ま
ら
ず

今
、
本
庁
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
？

今
、
本
庁
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
？
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�

〇
議
案
第
一
号
　�

令
和
三
年
度
岡
山
県
神
社
庁

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
　

〇
議
案
第
二
号
　�

令
和
三
年
度
岡
山
県
神
社
庁

別
途
会
計
収
支
決
算

〇
議
案
第
三
号
　�

令
和
三
年
度
岡
山
県
神
社
庁

事
業
会
計
決
算

〇
議
案
第
四
号
　
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録

・�

議
案
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
原
案

の
通
り
承
認
さ
れ
た
。

・�

庁
舎
二
階
神
殿
と
ロ
ビ
ー
の
エ
ア
コ
ン

入
れ
替
え
工
事
を
行
う
こ
と
が
承
認
さ

れ
た
。

（
そ
の
他
）

・�

県
神
道
青
年
協
議
会
か
ら
神
宮
写
真
展

の
告
知
。

（
質
疑
応
答
）

・�

祭
祀
研
究
費
も
部
会
ご
と
に
分
け
た
方

が
良
い
の
で
は
な
い
か
。

　

→
今
後
検
討
す
る
。

・
庁
舎
の
金
額
は
い
つ
の
も
の
か
。

　

→�
宗
教
法
人
の
た
め
減
価
償
却
は
行
わ

な
い
の
で
、
建
築
当

時
の
金
額
。

・�

エ
ア
コ
ン
の
減
価
償
却

を
考
え
て
積
立
を
し
た

方
が
良
い
の
で
は
な
い

か
。

　

→
今
後
検
討
す
る
。

・
本
庁
幣
に
つ
い
て
。

　

→�

本
庁
か
ら
入
っ
て
く

る
金
額
は
本
務
社
と

兼
務
社
で
異
な
る
。

神
社
庁
か
ら
は
規
程

に
則
り
各
神
社
へ
支

出
し
て
い
る
。

・�

事
業
会
計
の
元
入
れ
金

議
　
事

補
　
足

令
和
四
年 

定
例
協
議
員
会 

報
告

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日
（
金
）

午
後
一
時
三
十
分

於
　
岡
山
県
神
社
庁
講
堂

に
つ
い
て
。

　

→�

事
業
会
計
が
立
ち
上

が
る
以
前
か
ら
需
品

会
計
と
し
て
持
っ
て

い
た
資
産
で
あ
る
。

・�

監
査
報
告
書
の
中
で
、

監
査
を
行
っ
た
日
が
令

和
三
年
八
月
十
九
日
と

あ
る
の
は
、
令
和
四
年

八
月
十
九
日
の
誤
り
で

は
な
い
か
。

　

→�

令
和
四
年
八
月
十
九

日
に
訂
正
。
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令和3年度　岡山県神社庁

一般会計歳入歳出決算書
（令和3年7月1日～令和4年6月30日）

歳 入 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異

Ⅰ　�神 饌 及 幣 帛 料 750,000 784,200 △ 34,200

１　�本 庁 幣 600,000 596,200 3,800

２　�神 饌 及 初 穂 料 150,000 188,000 △ 38,000

Ⅱ　�財 産 収 入 2,000 501 1,499

Ⅲ　�負 担 金 33,228,000 33,245,860 △ 17,860

１　�神 社 負 担 金 23,259,600 23,265,990 △ 6,390

２　�神 職 負 担 金 8,307,000 8,316,870 △ 9,870

３　�支 部 負 担 金 1,661,400 1,663,000 △ 1,600

Ⅳ　�交 付 金 73,800,000 73,804,000 △ 4,000

１　�本 庁 交 付 金 1,500,000 1,606,000 △ 106,000

２　�神宮神徳宣揚費交付金 71,900,000 71,900,000 0

３　�本 庁 補 助 金 400,000 298,000 102,000

Ⅴ　�寄 付 金 10,000 1,038,000 △ 1,028,000

Ⅵ　�諸 収 入 5,155,000 5,343,865 △ 188,865

１　�表 彰 金 50,000 62,500 △ 12,500

２　�預 金 利 子 5,000 706 4,294

３　�申 請 料 ・ 任 命 料 2,000,000 2,251,000 △ 251,000

４　�会 費 2,800,000 2,889,000 △ 89,000

５　�雑 収 入 300,000 140,659 159,341

Ⅶ　�繰 入 金 1,300,000 1,270,000 30,000

当 期 歳 入 合 計 114,245,000 115,486,426 △ 1,241,426

前 期 繰 越 金 20,102,618 26,411,747 △ 6,309,129

歳 入 合 計 134,347,618 141,898,173 △ 7,550,555

歳 出 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異

Ⅰ　�幣 帛 料 2,190,000 2,098,500 91,500

１　�本 庁 幣 2,090,000 2,088,500 1,500

２　�神 社 庁 幣 100,000 10,000 90,000

Ⅱ　�神 事 費 400,000 329,880 70,120

Ⅲ　�事 務 局 費 32,591,000 27,243,333 5,347,667

１　�表 彰 並 び に 儀 礼 費 1,500,000 984,929 515,071

　⑴　�各 種 表 彰 費 500,000 387,640 112,360

　⑵　�慶 弔 費 1,000,000 597,289 402,711

２　�会 議 費 200,000 278,231 △ 78,231

３　�役 員 関 係 費 1,400,000 1,400,000 0

　⑴　�役 員 報 酬 1,280,000 1,280,000 0

　⑵　�地 区 会 議 関 係 費 120,000 120,000 0

４　�給料及び福利厚生費 18,191,000 17,088,428 1,102,572

　⑴　�給 料 9,306,000 8,893,800 412,200

　⑵　�諸 手 当 6,165,000 5,779,331 385,669

　⑶　�各 種 保 険 料 2,600,000 2,396,959 203,041

　⑷　�職 員 厚 生 費 120,000 18,338 101,662

５　�庁 費 6,250,000 5,352,196 897,804

　⑴　�備 品 費 850,000 838,640 11,360

　⑵　�図 書 印 刷 費 750,000 262,442 487,558

　⑶　�消 耗 品 費 1,400,000 1,190,327 209,673

　⑷　�水 道 光 熱 費 1,250,000 1,324,625 △ 74,625

　⑸　�通 信 運 搬 費 1,000,000 1,095,431 △ 95,431

　⑹　�雑 費 1,000,000 640,731 359,269

６　�交 際 費 1,100,000 442,453 657,547

７　�旅 費 2,800,000 900,738 1,899,262

８　�維 持 管 理 費 950,000 631,358 318,642

９　�法 務 対 策 費 200,000 165,000 35,000

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異

Ⅳ　�指 導 奨 励 費 12,352,000 9,656,717 2,695,283

１　�教 化 事 業 費 3,641,000 2,784,024 856,976

　⑴　�教 化 費 630,000 241,650 388,350

　⑵　�広 報 費 960,000 984,542 △ 24,542

　⑶　�事 業 費 716,000 224,759 491,241

　⑷　�神 宮 奉 賛 費 1,035,000 915,063 119,937

　⑸　�育 成 費 300,000 418,010 △ 118,010

２　�神 社 庁 研 修 所 費 4,800,000 4,310,529 489,471

　⑴　�研 修 費 2,000,000 1,766,218 233,782

　⑵　�講 習 会 費 2,800,000 2,544,311 255,689

３　�祭 祀 研 究 費 1,420,000 539,964 880,036

４　�各 種 補 助 金 2,491,000 2,022,200 468,800

　⑴　�神 政 連 関 係 費 135,000 135,000 0

　⑵　�神 青 協 補 助 金 450,000 450,000 0

　⑶　�氏 青 協 補 助 金 90,000 90,000 0

　⑷　�県 教 神 協 補 助 金 90,000 90,000 0

　⑸　�女子神職会補助金 162,000 162,000 0

　⑹　�県 敬 婦 連 補 助 金 117,000 117,000 0

　⑺　�神 楽 部 補 助 金 90,000 90,000 0

　⑻　�作 州 神 楽 補 助 金 27,000 27,000 0

　⑼　�支部長懇話会補助金 150,000 200,000 △ 50,000

　⑽　�神宮大祭派遣補助金 30,000 0 30,000

　⑾　�教 誨 師 関 係 費 350,000 111,200 238,800

　⑿　�団 体 参 拝 補 助 金 200,000 0 200,000

　⒀　�過疎地域神社活性化助成金 500,000 450,000 50,000

　⒁　�地区大会等援助金 100,000 100,000 0

Ⅴ　�各 種 積 立 金 7,030,000 7,030,000 0

１　�職員退職給与積立金 1,370,000 1,370,000 0

２　�正副庁長退任慰労金積立金 160,000 160,000 0

３　�庁舎管理資金積立金 2,500,000 2,500,000 0

４　�次期式年遷宮準備金 2,000,000 2,000,000 0

５　�災 害 見 舞 積 立 金 500,000 500,000 0

６　�関 係 者 大 会 積 立 金 500,000 500,000 0

Ⅵ　�神 社 関 係 者 大 会 費 600,000 0 600,000

Ⅶ　�負 担 金 24,135,440 21,846,529 2,288,911

１　�本庁災害慰謝負担金 212,520 212,520 0

２　�本 庁 負 担 金 4,462,920 4,250,400 212,520

３　�本 庁 特 別 納 付 金 14,700,000 14,659,724 40,276

４　�支 部 負 担 金 奨 励 費 2,960,000 2,659,580 300,420

５　�負 担 金 特 別 対 策 費 1,800,000 64,305 1,735,695

Ⅷ　�渉 外 費 620,000 396,460 223,540

１　�友 好 団 体 関 係 費 370,000 261,100 108,900

２　�時 局 対 策 費 100,000 44,000 56,000

３　�同 和 対 策 費 150,000 91,360 58,640

Ⅸ　�神宮神徳宣揚費交付金 39,000,000 37,530,000 1,470,000

Ⅹ　�大 麻 頒 布 事 業 関 係 費 6,500,000 6,574,714 △ 74,714

１　�頒 布 事 務 費 530,000 546,682 △ 16,682

２　�頒 布 事 業 奨 励 費 5,970,000 6,028,032 △ 58,032

Ⅺ　�予 備 費 8,929,178 0 8,929,178

当 期 歳 出 合 計 (134,347,618) 112,706,133 21,641,485

次 期 繰 越 金 0 29,192,040 △ 29,192,040

歳 出 合 計 134,347,618 141,898,173 △ 7,550,555

注1　差異は、決算額が予算額に比し、超過した場合△で表示する。

歳入総額� 141,898,173円
歳出総額� 112,706,133円
差引残高� 29,192,040円

↓アミは納品用（別レイヤーにあり）



令和 5年 1月 1日 岡山県神社庁庁報 第 134 号� （6）
　

渉
外
担
当
理
事　

�
林　
　
　

浩　

平　

　

令
和
四
年
三
月
十
一
日
の
協
議
員
会
に

て
、
備
前
・
備
中
・
美
作
か
ら
選
出
さ
れ

た
選
考
委
員
会
か
ら
、
三
期
目
の
理
事
に

推
薦
さ
れ
承
認
と
な
り
ま
し
た
。

　

最
初
の
二
期
六
年
は
研
修
企
画
室
長
を

務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
権
正
階
・
直
階

検
定
講
習
会
、
初
任
神
職
研
修
会
、
教
養

研
修
会
等
、
少
し
で
も
神
職
の
皆
様
の
お

役
に
立
て
る
よ
う
に
研
修
会
を
開
催
し
て

き
ま
し
た
。

　

今
期
か
ら
は
渉
外
担
当
理
事
に
任
命
さ

れ
ま
し
た
。
渉
外
担
当
は
、「
神
道
政
治

連
盟
・
世
界
連
邦
岡
山
県
宗
教
者
の
会
・

日
本
会
議
」
等
の
岡
山
県
神
社
庁
関
連
組

織
、
ま
た
、
神
社
庁
主
催
「
春
の
旅
行
・

伊
勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭
」
の
旅
行
計
画
を

検
討
す
る
担
当
、
必
要
に
応
じ
て
研
修
会

や
講
演
会
な
ど
も
企
画
し
ま
す
。
最
初
の

う
ち
は
慣
れ
な
い
こ
と
に
戸
惑
い
も
あ
り

ま
す
が
、
其
々
の
会
に
関
係
し
て
い
る

方
々
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

精
一
杯
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

さ
て
、
時
々
一
部
の
人
か
ら
言
わ
れ
て

感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
役
員
は
偉

い
人
」の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、

決
し
て
偉
い
人
で
は
な
く
、
私
は
神
社
界

が
よ
り
良
く
な
る
た
め
に
力
を
尽
く
す
の

が
役
員
の
務
め
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

神
社
本
庁
に
属
す
る
県
内
神
職
の
中
に

は
、
神
社
本
庁
・
岡
山
県
神
社
庁
が
ど
の

よ
う
な
組
織
で
、
ど
の
よ
う
な
事
業
や
活

動
を
し
て
い
る
の
か
を
、
全
く
知
ら
な
い

人
も
い
る
と
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
視
野
が
狭
く
な
り
神
職
と
し

て
の
志
に
欠
け
る
と
思
い
ま
す
。
近
隣
の

神
職
さ
ん
か
ら
情
報
を
得
た
り
、
支
部
の

会
議
に
出
席
し
た
り
、
研
修
会
に
参
加
し

て
い
た
だ
き
、
前
向
き
に
励
む
心
掛
け
が

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

神
社
界
で
も
、
過
疎
化
問
題
、
少
子
高

齢
化
問
題
、
氏
子
減
少
問
題
、
神
職
後
継

者
問
題
等
、
こ
れ
か
ら
先
も
検
討
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
沢
山
あ
り

ま
す
。
皆
様
と
共
に
知
恵
を
出
し
合
い
、

神
社
界
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
、
一
人
で

も
多
く
の
方
々
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

総
務
担
当
理
事

�

上　

月　

良　

典　

　

理
事
を
拝
命
し
て
二
期
目
、
渉
外
担
当

か
ら
総
務
委
員
会
を
お
預
か
り
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

元
よ
り
浅
学
非
才
な
私
に
は
重
責
と
存

じ
ま
す
が
、
委
員
の
力
を
十
分
に
発
揮
し

て
い
た
だ
き
な
が
ら
こ
の
任
務
を
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　

さ
て
、
令
和
四
年
度
の
改
選
に
よ
り
、

藤
山
庁
長
、
太
田
・
物
部
両
副
庁
長
の
指

揮
の
も
と
岡
山
県
神
社
庁
の
舵
取
り
を
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
、
私
た
ち
の
団
体
を
考
え
ま
す

と
、
構
成
員
の
高
齢
化
、
世
代
間
の
認
識

の
多
様
化
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
庁
務
の

煩
雑
さ
、
数
少
な
い
職
員
で
い
か
に
庁
務

を
回
し
て
い
く
か
、
等
々
課
題
が
あ
り
ま

す
。

　

年
度
初
め
、
藤
山
庁
長
か
ら
総
務
委
員

会
に
付
託
さ
れ
た
課
題
は
主
に
二
つ
で

す
。

一　

�

役
員
の
任
期
に
つ
い
て
定
年
と
い
う

制
限
を
付
け
る
か
否
か
。

二　

�

Ｄ
Ｘ
、
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ

ン
（
Ｉ
Ｔ
技
術
を
使
っ
て
効
率
化
を

図
り
、
新
た
な
可
能
性
を
広
げ
る
）

を
神
社
庁
に
導
入
す
る
。

と
い
う
命
題
を
託
さ
れ
ま
し
た
。

　

い
わ
ゆ
る
定
年
は
我
々
の
職
業
に
は
そ

ぐ
わ
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
実
技
が
伴

う
祭
式
講
師
は
年
齢
と
共
に
四
肢
が
不
自

由
に
な
り
、
美
し
い
祭
式
が
困
難
に
な
る

た
め
、定
年
を
決
め
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

三
役
、
理
事
他
の
役
員
に
つ
い
て
は
い
か

に
あ
る
べ
き
か
、
課
題
で
す
。

　

Ｄ
Ｘ
、
私
た
ち
昭
和
三
十
年
代
生
ま
れ

に
は
パ
ソ
コ
ン
は
特
別
な
も
の
で
し
た

が
、平
成
生
ま
れ
に
は
当
然
あ
る
ツ
ー
ル
。

令
和
生
ま
れ
の
孫
た
ち
は
、
生
ま
れ
た
と

き
か
ら
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ホ
は
お
も
ち
ゃ

代
わ
り
で
す
。

　

子
供
の
頃
ア
ニ
メ
で
見
た
テ
レ
ビ
電
話

も
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
、
私
も
孫
と
会

話
を
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
え
ば
リ
モ
ー

ト
会
議
も
増
え
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
Ｉ
Ｔ
を
使
っ
て
庁
務
を
見
直

し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
Ｉ
Ｔ
と
い
え
ど

も
一
つ
の
道
具
、
い
か
よ
う
に
使
っ
て
い

く
か
楽
し
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

小
さ
な
事
か
ら
少
し
ず
つ
付
託
に
向
か

い
合
っ
て
い
く
所
存
で
す
。

神
社
庁
担
当
理
事
の
抱
負

神
社
庁
担
当
理
事
の
抱
負
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研
修
担
当
理
事　

�

福　

田　

真　

人　

　

今
年
度
か
ら
研
修
担
当
と
な
り
、
研
修

所
長
で
あ
る
藤
山
庁
長
の
方
針
（
研
修
を

重
視
す
る
）
を
第
一
に
、
県
内
神
職
の
た

め
に
微
力
な
が
ら
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
祭
式
に
つ
い
て
は
、
参
加
し
や

す
く
、
且
つ
細
や
か
な
指
導
を
受
け
ら
れ

る
べ
く
、
県
内
各
地
に
て
、
少
人
数
制
の

研
修
会
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　

さ
ら
に
、
岡
山
県
神
社
庁
の
研
修
所
講

師
を
対
象
と
し
て
の
研
修
会
も
行
い
、
よ

り
良
い
研
修
を
行
う
べ
く
学
ぶ
機
会
を

作
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

一
般
教
養
に
つ
い
て
は
、
神
社
界
を
取

り
巻
く
諸
問
題
に
つ
い
て
、
必
要
と
思
わ

れ
る
も
の
を
開
催
し
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
記
す
内
容
に
つ
い
て
は
検
討
中
で

あ
り
、
実
施
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
今
後
の

会
議
次
第
で
は
あ
り
ま
す
が
、
研
修
担
当

理
事
個
人
の
意
見
と
し
て
記
し
ま
す
。

　

現
在
の
神
社
界
の
大
き
な
問
題
と
し
て

は
、過
疎
化
が
挙
げ
ら
れ
て
久
し
い
で
す
。

実
際
過
疎
化
を
食
い
止
め
る
策
は
神
社
庁

の
問
題
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
氏
子
は
減
少

し
た
が
、
崇
敬
者
、
参
拝
者
を
増
や
す
べ

く
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
。
そ
こ

に
注
視
す
る
と
可
能
性
を
感
じ
ま
す
。

　

現
在
は
ネ
ッ
ト
社
会
で
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
情
報
が
Ｐ
Ｃ
、
ス
マ
ホ
で
検
索
さ

れ
、
そ
こ
で
興
味
を
惹
か
れ
る
と
、
一
度

参
拝
し
て
み
よ
う
と
な
る
よ
う
で
す
。
そ

の
き
っ
か
け
は
、
荘
厳
な
御
社
、
神
秘
的

な
風
景
、由
緒
あ
る
と
か
珍
し
い
境
内
物
、

評
判
の
授
与
品
、御
朱
印
な
ど
様
々
で
す
。

　

神
社
新
報
の
「
記
者
の
こ
と
の
は
」
に

「
広
報
の
工
夫
次
第
で
人
の
流
れ
は
変
は

る
。
…
『
伝
統
と
改
革
』
は
神
社
に
と
っ

て
永
遠
の
課
題
…
本
来
の
神
社
の
姿
を
再

考
し
つ
つ
、
将
来
を
見
据
ゑ
、
積
極
的
に

新
た
な
対
応
を
目
指
す
時
期
な
の
か
も
し

れ
な
い
。」
と
あ
り
ま
し
た
。

　

時
代
の
流
れ
に
あ
わ
せ
て
進
化
し
て
い

く
こ
と
も
神
社
界
の
重
要
な
使
命
で
あ

り
、
伝
統
に
重
き
を
置
き
な
が
ら
神
社
自

体
の
魅
力
を
今
一
度
見
直
し
、
神
社
の
興

隆
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
、
考
え
て
い

く
こ
と
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

神
職
個
々
の
資
質
向
上
、
県
内
各
神
社

の
た
め
、
神
社
界
の
た
め
、
役
に
立
つ
研

修
を
企
画
し
て
ま
い
ろ
う
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

　

財
務
担
当
理
事　

�

粟　

井　

睦　

夫　

　

令
和
四
年
三
月
開
催
の
、
臨
時
協
議
員

会
に
於
い
て
理
事
に
選
任
さ
れ
同
日
財
務

委
員
長
を
拝
命
、
四
月
一
日
付
で
就
任
し

ま
し
た
。

　

代
々
の
社
家
で
す
が
、
田
舎
の
神
社
な

の
で
生
計
の
た
め
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
会
社
に
勤
務
し
て
二
足
の
草
鞋
の
神
明

奉
仕
で
す
。
余
談
で
す
が
、
現
在
も
地
元

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
週
三
日
技
術
指
導
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
様
な
関
係
で
、
平
成
十
三
年
八
月

か
ら
始
ま
っ
た
現
庁
舎
建
設
に
当
っ
て

は
、
当
初
の
位
置
選
定
か
ら
関
わ
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
建
設
に
入
る
と
建
築

部
長
で
あ
っ
た
福
田
理
事
の
御
尊
父
福
田

隆
先
生
を
建
築
部
副
部
長
の
立
場
で
お
支

え
し
、
共
に
苦
労
し
ま
し
た
。

　

そ
の
様
な
関
係
か
ら
か
、
平
成
十
八
年

八
月
、
財
務
委
員
の
拝
命
以
来
一
貫
し
て

務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、

財
務
に
精
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
果
た
し
て
、
職
責
が
全
う
で
き
る

か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
精
一
杯
務
め

さ
せ
て
い
た
だ
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
当
庁
が
抱
え
て
い
る
問
題
と
し

て
は
、
県
南
都
市
部
へ
の
人
口
流
出
が
止

ま
ら
ず
県
北
部
の
過
疎
化
が
激
し
く
進
ん

で
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

特
に
、
私
の
周
辺
に
於
い
て
は
、
こ
の

ま
ま
推
移
す
れ
ば
、数
十
年
先
に
は
半
減
、

或
い
は
消
滅
し
て
し
ま
い
そ
う
な
限
界
集

落
も
存
在
し
ま
す
。
神
社
の
強
力
な
支
持

基
盤
で
あ
っ
た
こ
れ
ら
農
村
地
帯
の
疲
弊

は
神
宮
大
麻
・
負
担
金
な
ど
の
面
で
当
庁

の
運
営
す
ら
困
難
と
す
る
た
め
、
抜
本
的

な
見
直
し
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

し
か
も
現
庁
舎
は
今
、
築
後
二
十
年
を

迎
え
外
装
塗
装
費
・
空
調
設
備
等
の
老
朽

化
が
進
み
、
維
持
管
理
費
も
次
第
に
嵩
ん

で
お
り
ま
す
。
第
六
十
三
回
神
宮
式
年
遷

宮
の
浄
財
負
担
も
目
前
に
迫
っ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
三
十
年
ほ
ど
先
に
は
現
庁
舎
の

建
て
替
え
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
状
勢
の
中
で
の
財
政
運
営
に

つ
い
て
は
、
少
し
で
も
節
約
し
て
出
ず
る

を
制
し
将
来
へ
の
予
備
費
を
繰
越
し
て
い

く
こ
と
が
肝
要
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後

も
財
務
担
当
の
立
場
か
ら
嫌
わ
れ
役
と
し

て
、
苦
言
を
呈
す
る
こ
と
も
有
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。

　

賢
明
な
る
諸
兄
の
ご
理
解
を
賜
り
ま
す

よ
う
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
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教
化
担
当
理
事

�

根　

石　

俊　

明　

　

神
道
教
化
と
は
、
各
神
社
に
お
祀
り
さ

れ
て
い
る
御
祭
神
の
御
神
徳
を
広
く
人
々

に
知
ら
し
め
る
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
そ

の
手
段
は
様
々
で
あ
る
。
時
場
所
を
問
わ

ず
決
ま
っ
た
形
は
な
く
、
宮
司
・
神
職
と

し
て
の
神
観
や
経
験
が
教
化
に
は
欠
か
せ

な
い
要
件
と
な
り
ま
す
。

　

通
常
、
神
職
の
資
格
を
取
得
し
た
後
は

神
社
に
奉
職
し
、
初
任
神
職
研
修
を
始
め

各
種
の
研
修
を
受
け
な
が
ら
神
職
と
し
て

の
研
鑽
を
深
め
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
兼
職
の
方
々
に
於
か
れ
て
は
、
な

か
な
か
そ
の
機
会
を
得
る
こ
と
も
ま
ま
な

ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
場
合
で
も
、
ご
自
身
が
奉
仕
す
る

神
社
で
の
神
明
奉
仕
を
通
じ
て
、
一
般
の

方
々
で
は
感
じ
得
な
い
体
験
を
さ
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

我
々
神
職
は
、
常
に
神
と
共
に
あ
る
存

在
。
昨
今
で
は
様
々
な
手
法
で
の
神
道
教

化
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
小
手
先
の
教

化
で
は
人
々
の
心
に
は
届
か
な
い
も
の
で

す
。
世
の
中
の
情
勢
を
見
極
め
て
時
代
に

即
応
し
、
新
し
い
も
の
も
取
り
入
れ
る
気

概
、
一
方
で
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た

八
百
万
の
神
々
の
国
「
日
本
」
の
伝
統
文

化
を
継
承
す
る
た
め
、
決
し
て
時
代
や
風

潮
に
流
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
を
見

極
め
る
「
目
」
が
必
要
で
す
。
そ
の
「
目
」

を
醸
成
す
る
た
め
に
は
、
神
と
向
き
合
う

こ
と
に
尽
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
神
道
教
化
に
欠
か
せ
な
い
も

う
一
つ
の
要
素
は
、
人
と
の
「
絆
」。
一

人
で
も
多
く
の
方
々
と
関
わ
り
を
持
つ
こ

と
が
重
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
神
職

と
し
て
の
自
負
を
持
ち
つ
つ
、
人
と
の
垣

根
を
取
り
払
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
私
の

知
る
某
神
社
の
宮
司
様
も
大
規
模
な
旧
官

社
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
暇
さ
え
あ
れ

は
社
頭
に
顔
を
出
さ
れ
て
、
お
参
り
の

方
々
と
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
親
し
く
お
話
を

さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い

う
宮
司
の
お
ら
れ
る
神
社
は
元
気
で
明
る

く
活
気
が
あ
り
ま
す
。

　

岡
山
県
神
社
庁
教
化
委
員
会
は
、「
神

宮
奉
賛
部
会
」「
広
報
部
会
」「
育
成
部
会
」

「
事
業
部
会
」
の
四
部
会
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
委
員
に
選
ば
れ
た
方
々
に
は
、

今
申
し
述
べ
た
こ
と
を
胸
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
会
目
標
に
向
か
い
つ
つ
、
自
由
闊
達

な
事
業
を
展
開
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
念

願
い
た
し
ま
す
。

　

祭
祀
担
当
理
事　

�

西　

辻　

嘉　

昭　

　

去
る
三
月
十
一
日
開
催
の
臨
時
協
議
員

会
に
お
い
て
理
事
に
選
任
さ
れ
、
四
月
一

日
付
で
祭
祀
委
員
長
に
就
任
い
た
し
ま
し

た
。

　

平
成
二
十
一
年
に
祭
儀
部
会
に
加
え
て

い
た
だ
い
て
か
ら
、
気
付
け
ば
祭
祀
委
員

会
の
在
籍
が
最
長
と
な
り
ま
し
た
。
祭
式

作
法
・
有
職
を
学
べ
ば
学
ぶ
程
、
蘊う

ん

奥お
う

に

達
す
る
こ
と
は
到
底
夢
の
ま
た
夢
で
あ

り
、
よ
う
や
く
神
社
庁
の
恒
例
祭
典
へ
の

ご
奉
仕
が
、
自
分
の
中
で
し
っ
く
り
と
来

始
め
た
今
日
こ
の
頃
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ご
存
じ
の
通
り
、
祭
祀
委
員
会
に
は
只

今
四
つ
の
部
会
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
活
発

に
活
動
し
て
お
り
ま
す
が
、
祭
祀
の
厳
修

を
体
現
す
る
た
め
、
日
頃
か
ら
各
部
員
が

研
鑽
を
積
む
だ
け
で
な
く
、
神
社
庁
が
開

催
す
る
各
種
研
修
会
の
講
師
と
し
て
受
講

者
へ
の
指
導
、
あ
る
い
は
県
内
の
特
殊
神

事
に
つ
い
て
取
材
・
考
究
を
行
っ
て
は
発

表
を
担
う
任
務
も
ご
ざ
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
祭
祀
に
関
す
る
「
内
部
教
化
」
と
い
う

重
要
使
命
の
完
遂
が
各
部
員
の
共
通
目
標

で
あ
り
、
常
に
緊
張
感
を
持
っ
て
部
会
に

臨
ん
で
お
り
ま
す
。

　

更
に
各
部
会
に
お
い
て
、
い
ず
れ
は
正

式
な
部
員
に
、
延
い
て
は
講
師
に
な
っ
て

い
た
だ
き
た
い
よ
う
な
有
望
な
若
手
神
職

の
自
発
的
な
参
加
を
多
々
お
見
受
け
す
る

の
は
、
熱
心
な
部
長
・
部
員
の
感
化
に
よ

り
、
共
に
研
鑽
・
考
究
に
励
め
る
「
学
び

の
場
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
証
し
と
も
存

じ
、
大
変
心
強
く
、
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

　

現
在
、
祭
祀
委
員
会
が
こ
の
よ
う
に
情

熱
を
持
っ
て
、
な
お
か
つ
和
気
藹
々
と
運

営
出
来
て
い
る
の
は
、
岡
山
県
神
社
界
の

皆
さ
ま
か
ら
の
深
い
ご
理
解
と
共
に
先
輩

諸
賢
の
ご
指
導
の
賜
物
と
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
ま
ず
は
こ
の
雰
囲
気
を
絶
や
さ
ぬ

よ
う
に
、
各
部
会
活
動
が
恒
常
的
に
円
滑

円
満
な
も
の
と
な
る
べ
く
精
一
杯
精
進
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
「
研
修
を
重
視
す
る
」
と
い
う
藤

山
庁
長
の
所
信
を
体
し
、
自
ら
も
積
極
的

に
楽
し
く
学
び
つ
つ
、
受
講
者
に
と
っ
て

よ
り
判
り
易
い
「
学
び
の
場
」
の
形
成
に

資
す
る
た
め
、
各
部
会
の
中
で
様
々
な
可

能
性
を
探
っ
て
行
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

も
と
よ
り
浅
学
非
才
の
身
で
は
ご
ざ
い

ま
す
が
、
今
後
共
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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令
和
四
年
九
月
八
・
九
日
、
岡

山
県
神
社
庁
に
於
い
て
中
国
地
区

各
県
か
ら
十
二
名
の
教
化
担
当
者

を
迎
え
、
中
国
地
区
神
社
庁
教
化

会
議
が
開
催
さ
れ
た
。

　

初
日
は
、
各
県
の
事
業
報
告
に

続
き
、
今
回
議
題
と
し
て
取
り
上

げ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
参
拝
・
祈
祷
や

電
子
マ
ネ
ー
、
小
銭
有
料
化
な
ど

に
つ
い
て
忌
憚
な
き
意
見
が
出
る

中
、
結
論
は
出
な
い
も
の
の
今
後

は
神
道
教
学
の
観
点
か
ら
タ
ブ
ー

視
す
る
こ
と
な
く
研
究
を
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
一

致
し
た
。

　

二
日
目
は
、
岡
山
縣
護
國
神
社

正
式
参
拝
、
記
念
館
拝
観
後
に
、

地
区
教
化
講
師
で
あ
る
広
島
県�

速
谷
神
社
宮
司�

櫻
井
建
弥
氏
、
島

根
県�

立
虫
神
社
宮
司�

錦
田
剛
志

氏
を
お
迎
え
し
て
「
教
化
実
践
に

関
す
る
講
義
」
を
賜
っ
た
。
両
氏

と
も
に
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
の

教
化
に
精
通
し
て
お
ら
れ
、
櫻
井

講
師
は
、
昨
今
の
過
疎
化
や
主
要

都
市
へ
の
人
口
集
中
、
少
子
高
齢

化
社
会
の
状
況
を
デ
ー
タ
と
し
て

示
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
神
職
も
漫
然

と
教
化
を
す
る
の
で
は
な
く
、
社

会
情
勢
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
た

上
で
教
化
が
大
切
で
あ
る
こ
と
や

神
社
祭
典
な
ど
を
メ
デ
ィ
ア
の
記

事
と
し
て
取
り
上
げ
て
も
ら
い
、

お
金
を
掛
け
ず
に
広
報
す
る
こ
と

の
意
義
を
力
説
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
錦
田
講
師
は
地
元
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
と
提
携
し
、
神
話
や

神
社
の
イ
ロ
ハ
を
紹
介
す
る
連
続

番
組
を
作
成
し
全
国
の
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
局
に
無
償
で
配
布
さ
れ
た

こ
と
や
、
地
元
地
方
紙
で
神
社
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く

た
め
の
連
載
記
事
に
取
り
組
ん
で

お
ら
れ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。

中
国
地
区
神
社
庁
教
化
会
議
報
告

中
国
地
区
神
社
庁
教
化
会
議
報
告

当
番
県　

岡
山
県
神
社
庁　

教
化
委
員
会　

委
員
長　

根　

石　

俊　

明

当
番
県　

岡
山
県
神
社
庁　

教
化
委
員
会　

委
員
長　

根　

石　

俊　

明  　　櫻井建弥氏
（地元テレビ局出演時の映像）

錦田剛志氏
（地元ケーブルテレビ局出演時の映像）
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令
和
四
年
度
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告

祭
が
、
九
月
二
十
一
日
に
岡
山
県
神
社
庁

神
殿
に
於
い
て
、
太
田
浩
司
副
庁
長
を
斎

主
に
斎
行
さ
れ
た
。
今
年
度
も
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
参

列
者
の
規
模
を
縮
小
し
て
の
開
催
と
な
っ

た
。
今
年
は
明
治
五
年
か
ら
神
宮
大
麻
が

全
国
の
家
庭
に
頒
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
百
五
十
周
年
の
年
に
あ
た
る
。
祭
典
終

了
後
、
藤
山
知
之
進
庁
長
か
ら
各
支
部
長

に
神
宮
大
麻
と
神
社
本
庁
幣
帛
料
が
授
け

ら
れ
た
。

　

引
き
続
き
、
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
令
和

四
年
度
神
宮
大
宮
司
表
彰
・
令
和
三
年
度

岡
山
県
神
社
庁
神
宮
大
麻
表
彰
が
授
与
さ

れ
た
。（
別
表
参
照
）

　

そ
の
後
、
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
会
議
が

行
わ
れ
、
神
宮
大
宮
司
（
代
理
石
垣
仁
久

禰
宜
）、
神
社
本
庁
統
理
（
代
理
湯
澤
豊

本
宗
奉
賛
部
長
）
の
祝
辞
が
披
露
さ
れ
、

根
石
俊
明
教
化
委
員
長
が
議
長
と
な
り
議

事
が
進
め
ら
れ
た
。

　

神
宮
大
麻
の
都
市
頒
布
向
上
施
策
に
つ

い
て
、
ま
た
本
年
度
の
大
麻
頒
布
推
進
事

業
計
画
の
説
明
が
な
さ
れ
た
。

　

神
宮
大
麻
の
頒
布
状
況
の
課
題
に
つ
い

て
は
、
都
市
部
・
新
興
住
宅
地
へ
の
頒
布

の
問
題
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
。
明
確
な
氏

子
地
域
で
は
、
各
戸
・
各
家
庭
へ
の
神
宮

大
麻
頒
布
が
定
着
し
て
い
る
所
も
多
く
、

町
会
や
自
治
会
の
会
計
で
取
り
ま
と
め
て

い
る
所
も
あ
っ
た
。
し
か
し
都
市
部
・
新

興
住
宅
地
で
は
町
会
や
自
治
会
に
入
ら
な

い
な
ど
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
距
離
を

取
り
た
が
る
人
が
多
く
、
氏
子
と
し
て
把

握
で
き
て
い
な
い
現
状
も
あ
る
よ
う
だ
。

ま
た
氏
神
神
社
が
判
ら
な
い
人
も
都
市
部

に
限
ら
ず
新
興
住
宅
地
に
は
多
い
と
い
う

報
告
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
地
域
や
若
い
世
代
へ
の
啓

発
活
動
と
し
て
本
年
度
は
次
の
よ
う
な
事

業
を
計
画
し
て
い
る
。

①　

�

神
棚
無
料
配
布
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
入
り
ポ

ス
タ
ー
の
作
成
を
行
う
。
社
頭
に
掲

示
し
、
神
棚
の
な
い
方
に
簡
易
神
棚

を
贈
呈
、
頒
布
の
推
進
を
図
る
。
本

年
度
は
六
〇
〇

宇
の
贈
呈
を
予

定
し
て
い
る
。

ま
た
神
棚
と
一

緒
に
県
神
社
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の「
神
社
検
索
」

の
仕
方
を
記
入

し
た
用
紙
を
同

封
す
る
こ
と
に

よ
り
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
閲
覧

推
進
と
氏
神
神

社
の
把
握
に
繋

が
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
る
。

②　

�「
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ

ｂ
ｅ
（
ユ
ー

チ
ュ
ー
ブ
）
広

告
の
配
信
を
行

う
。
十
代
か
ら

四
十
代
の
世
代

は
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
新
聞
と
い
っ

た
メ
デ
ィ
ア
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

メ
デ
ィ
ア
の
視
聴
へ
移
行
が
進
ん
で

い
る
。
特
に
視
聴
数
の
多
い
Ｙ
ｏ
ｕ

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
の
広
告
配
信
を
行
い
、

「
お
う
ち
で
伊
勢
参
り
」
の
コ
ン
セ

プ
ト
で
神
社
へ
の
関
心
が
高
い
人
に

神
宮
大
麻
の
頒
布
が
進
む
こ
と
を
期

待
す
る
。

③　

�

県
神
道
青
年
協
議
会
へ
の
助
成
。
県

神
道
青
年
協
議
会
が
神
宮
大
麻
頒
布

百
五
十
周
年
に
併
せ
て
「
神
宮
写
真

展
」
を
開
催
す
る
事
業
に
、
神
宮
奉

賛
部
会
と
し
て
神
棚
・
む
す
ひ
等
の

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭
と

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭
と

��

推
進
会
議
開
催
　

推
進
会
議
開
催
　

教
化
委
員
会　

神
宮
奉
賛
部
会　

本　

郷　

統　

章

教
化
委
員
会　

神
宮
奉
賛
部
会　

本　

郷　

統　

章
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無
料
配
布
で
協
賛
を
行
う
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
を
通
し
て
神
宮
大
麻
の

意
義
を
一
人
で
も
多
く
の
人
に
考
え
て
い

た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
が
、
そ
の

一
方
で
最
近
の
住
宅
事
情
に
よ
る
問
題
も

あ
が
っ
た
。
都
市
部
の
マ
ン
シ
ョ
ン
や

新
興
住
宅
地
の
新
築
住
宅
で
は
、
神
棚
を

設
置
し
て
い
な
い
住
宅
は
も
ち
ろ
ん
、
神

棚
を
設
置
す
る
場
所
の
な
い
住
宅
が
多
く

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

し
た
住
宅
へ
の
頒
布
活
動
も
工
夫
が
必
要

で
あ
る
。
神
宮
奉
賛
部
長
の
小
森
国
彦
氏

は
、
地
鎮
祭
の
折
に
壁
や
柱
に
掛
け
ら
れ

る
簡
易
的
な
「
御
札
掛
け
」
を
神
宮
大
麻

と
と
も
に
授
与
し
、
現
代
住
宅
へ
の
頒
布

に
対
応
し
て
い
る
ア
イ
デ
ア
を
報
告
し

た
。
氏
子
数
が
減
少
し
て
い
る
地
域
も
多

い
中
で
、
地
区
内
の
新
た
な
氏
子
の
獲
得

も
今
後
の
神
宮
大
麻
の
頒
布
増
体
に
は
欠

か
せ
な
い
活
動
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
祭
事
の
縮
小
が
数
年
続
い

た
う
え
、
こ
れ
か
ら
の
大
麻
頒
布
活
動
に

は
様
々
な
課
題
も
多
く
あ
る
。
神
宮
大
麻

頒
布
百
五
十
周
年
と
い
う
節
目
の
年
に
あ

た
り
、
各
支
部
・
神
職
が
様
々
な
情
報

を
共
有
し
な
が
ら
課
題
の
解
決
に
取
り
組

み
、
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
は
も
と
よ
り
、

今
後
の
神
社
界
の
将
来
に
つ
い
て
明
る
く

語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　

神
社
本
庁
よ
り
神
宮
大
麻
頒
布
向
上
の

た
め
の
資
材
（
チ
ラ
シ
・
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
等
）
が
無
料
頒
布
さ
れ
て
い
ま

す
。神
宮
大
麻
頒
布
推
進
の
た
め
に
神
社
・

総
代
会
等
で
是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

神　　　職

御
津
支
部

石
上
布
都
魂
神
社
宮
司

物
部　

明
德

井
笠
支
部

亀
山
神
社
宮
司

刈
谷　

憲
市

高
梁
支
部

八
幡
神
社
宮
司

本
倉　

宣
弘

高
梁
支
部

柴
倉
神
社
宮
司

安
達　

明
治

新
見
支
部

天
満
神
社
宮
司

渡
邊　

吉
樹

真
庭
支
部

八
幡
神
社
宮
司

黒
田　

公
宜

真
庭
支
部

福
田
神
社
宮
司

入
澤　

喜
一

久
米
支
部

志
呂
神
社
宮
司

日
野　

正
彦

神職以外

倉
敷
都
窪
支
部

熊
野
神
社
総
代
会
会
長

狩
野　

英
一

倉
敷
都
窪
支
部

一
王
子
神
社
総
代

橋
本　
　

泉

津
山
支
部

中
山
神
社
責
任
役
員

森　
　

義
晴

児
島
支
部

八
幡
宮
総
代
長

宇
野　

俊
一

児
島
支
部

興
除
神
社
総
代
長

藤
澤　

照
夫

吉
備
支
部

阿
宗
神
社
総
代
会
会
長

笹
井　
　

静

新
見
支
部

船
川
八
幡
宮
責
任
役
員

峪
田　

政
雄

新
見
支
部

國
主
神
社
責
任
役
員

渡
辺　
　

勇

真
庭
支
部

木
山
神
社
総
代

小
出　

正
治

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
神
社
庁

岡
山
県
神
社
庁

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
支
部

児
島
支
部

御
津
支
部

川
上
支
部

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
奉
仕
者

神　職

玉
島
浅
口
支
部

金
刀
比
羅
神
社
宮
司

滝
澤　

彰
洋

玉
島
浅
口
支
部

羽
黒
神
社
宮
司

福
田　

真
人

御
津
支
部

吉
備
津
彦
神
社
権
禰
宜

中
島　

大
秀

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
一
号
（
神
社
・
団
体
表
彰
）

岡
山
支
部

総
社
宮

津
山
支
部

八
幡
神
社

邑
久
上
道
西
大
寺
支
部

湯
次
神
社

井
笠
支
部

八
幡
神
社

吉
備
支
部

八
田
神
社

川
上
支
部

大
神
社

新
見
支
部

八
幡
神
社

真
庭
支
部

八
幡
神
社

美
作
支
部

稲
荷
神
社

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
二
号
（
個
人
表
彰
）

津
山
支
部

久
田
神
社
総
代

大
山　

隆
歳

井
笠
支
部

八
幡
神
社
責
任
役
員

金
川
　
和
司

吉
備
支
部

八
田
神
社
責
任
役
員

野
田
　
俊
明

神宮大麻全国頒布150周年記念表彰神宮大麻全国頒布150周年記念表彰

神宮大麻全国頒布神宮大麻全国頒布
150周年記念表彰150周年記念表彰

令和3年度令和3年度
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県
神
道
青
年
協
議
会（
日
幡
博
行
会
長
）

が
令
和
四
年
八
月
二
十
四
日
、
岡
山
縣
護

国
神
社
（
河
野
薫
宮
司
）
に
て
「
子
供
神

社
体
験
」
を
開
催
し
た
。
子
供
た
ち
に
神

社
で
遊
ん
で
神
社
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
企
画
さ
れ
た
。そ
の
中
で
、

教
化
委
員
会
育
成
部
会
製
作
の
神
話
絵
本

『
あ
ま
の
い
わ
と
』
を
使
い
読
み
聞
か
せ

が
行
わ
れ
た
。
今
後
も
子
供
た
ち
に
神
話

や
神
社
へ
興
味
を
持
ち
理
解
を
深
め
て
も

ら
え
る
よ
う
、
皆
様
に
も
様
々
な
場
面
で

神
話
絵
本
（
岡
山
県
内
の
図
書
館
で
貸
し

出
し
可
能
）を
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、次
の
神
話
絵
本
も
製
作
中
で
あ
る
。

　

祭
祀
委
員
会
と
研
修
企
画
室
が
今
年
度

の
祭
式
研
修
会
を
県
内
四
会
場
（
神
社
庁
・

木
山
神
社
・
羽
黒
神
社
・
徳
守
神
社
）
に

分
け
て
実
施
し
た
。
今
ま
で
と
は
違
い
、

講
師
が
出
向
く
出
前
形
式
を
取
り
、
ま
た

細
や
か
な
指
導
を
目
的
と
し
て
少
人
数
か

ら
参
加
し
や
す
く
な
る
よ
う
企
画
さ
れ
た
。

神
話
絵
本
『
あ
ま
の
い
わ
と
』
の

読
み
聞
か
せ

祭
式
研
修
会

羽黒神社会場

ト
ピ
ッ
ク
ス

ト
ピ
ッ
ク
ス
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毎
年
恒
例
の
伊
勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
収

束
し
な
い
こ
と
か
ら
昨
年
同
様
の
対
応
を

取
り
、
令
和
四
年
十
一
月
二
十
九
日
に
伊

勢
神
宮
崇
敬
会
岡
山
県
本
部
・
岡
山
県
神

社
庁
役
員
が
代
表
し
、
ま
た
希
望
す
る
岡

山
県
内
神
社
参
宮
団
も
共
に
参
列
し
た
。

�〔
お
詫
び
と
訂
正
〕

　

庁
報
第
一
三
二
号
（
令
和
四
年
度
一
月

一
日
発
行
）
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
「
伊

勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭
」
の
記
事
中
、
左
記

に
つ
き
ま
し
て
は
内
容
の
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま

す
。

記

十
一
頁

「
伊
勢
神
宮
崇
敬
会
岡
山
県
本
部
の
役
員

の
み
が
代
表
で
参
列
し
た
。」
は
、

正
し
く
は

「
伊
勢
神
宮
崇
敬
会
岡
山
県
本
部
の
役
員

と
希
望
す
る
岡
山
県
内
神
社
参
宮
団
が
参

列
し
た
。」
で
す
。

第
六
十
八
回

伊
勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭

　

教
化
委
員
会
事
業
部
会
が
令
和
四
年
十

一
月
二
十
七
日
、
北
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

（
岡
山
市
北
区
谷
万
成
）
に
て
「
し
め
縄

体
験
講
座
」
を
開
催
し
た
。
講
師
に
は
、

し
め
縄
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
山
川
有
美
子
氏

を
お
迎
え
し
、
一
般
の
方
に
し
め
縄
の
意

味
や
作
り
方
を
学
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を

目
的
と
し
て
企
画
さ
れ
た
。
参
加
者
か
ら

は
、「
し
め
縄
に
つ
い
て
多
く
の
知
識
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。」「
あ
り
が
た
く
大

切
な
こ
と
な
の
で
毎
年
開
催
し
て
欲
し

い
。」
な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。

し
め
縄
体
験
講
座
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登
記
し
て
い
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た

と
き
は
、
宗
教
法
人
法
上
、
そ
の
変
更
の

事
実
が
発
生
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に

変
更
の
登
記
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

変
更
の
登
記
の
手
続
を
怠
っ
た
場
合
に

は
、
神
社
の
代
表
役
員
等
が
一
〇
万
円
以

下
の
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

三
、
法
人
登
記
以
外
の
登
記

　

神
社
に
関
す
る
登
記
と
し
て
は
、
法
人

登
記
以
外
に
も
不
動
産
登
記
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
神
社
が
不
動
産
を
購
入
し

た
場
合
に
は
、
所
有
権
移
転
登
記
手
続
等

の
手
続
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
神
社

が
不
動
産
を
購
入
し
て
も
、
そ
の
旨
の
登

記
を
し
な
い
間
に
売
主
か
ら
第
三
者
に
不

動
産
が
二
重
に
売
買
さ
れ
、
当
該
第
三
者

が
取
得
に
係
る
登
記
の
手
続
を
完
了
し
た

場
合
に
は
、
当
該
第
三
者
に
所
有
権
を
主

張
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
リ
ス
ク
が

あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
宗
教
法
人
に
特
有
の
登
記
と
し

て
、
礼
拝
の
用
に
供
す
る
建
物
（
神
社
の

場
合
に
は
、本
殿
、拝
殿
等
に
な
り
ま
す
。）

及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
旨
の
登
記
が
あ
り

ま
す
。こ
の
よ
う
な
登
記
を
す
る
こ
と
で
、

宗
教
法
人
法
上
、
抵
当
権
の
実
行
等
の
場

合
以
外
は
差
押
禁
止
の
保
護
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
、
信
仰
生
活
の
保
護
に
資
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
検
討
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

四
、�

神
社
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
登
記
に

も
注
意
す
る
こ
と

　

宗
教
法
人
で
あ
る
神
社
は
、
登
記
に
関

す
る
様
々
な
事
項
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
登
記
に
関
す
る
手
続
が
適
切
に

行
わ
れ
て
い
な
い
と
、
過
料
に
処
せ
ら
れ

る
、
不
動
産
の
所
有
権
を
主
張
で
き
な
い

等
の
リ
ス
ク
が
生
じ
て
し
ま
い
、
神
社
の

運
営
に
支
障
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

登
記
に
関
し
て
疑
問
が
あ
る
場
合
に

は
、
弁
護
士
等
の
専
門
家
に
御
相
談
さ
れ

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

神
社
と
登
記

�

―
手
続
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
要
注
意
―

（
相
談
）

　

神
社
の
登
記
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
登
記
に
関
す
る
手
続

を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま

た
、
登
記
に
関
す
る
手
続
を
行
わ
な
い
と

ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。

（
回
答
）

一
、�

宗
教
法
人
の
法
人
登
記
は
ど
の
よ
う

な
も
の
？

　

宗
教
法
人
で
あ
る
神
社
に
は
、
法
人
登

記
が
存
在
し
ま
す
。

　

宗
教
法
人
の
法
人
登
記
は
、
法
人
の
存

在
、
組
織
、
財
産
関
係
の
状
況
等
を
広
く

社
会
に
公
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
制

度
で
す
。
こ
の
よ
う
な
登
記
が
必
要
で
あ

る
の
は
、
神
社
が
法
律
上
の
行
為
を
行
う

に
当
た
り
、
誰
が
神
社
を
代
表
す
る
か
、

神
社
の
財
産
状
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か

等
の
事
項
を
、
第
三
者
や
法
人
の
構
成
員

そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に
対
し
て
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

宗
教
法
人
の
法
人
登
記
に
は
、
名
称
、

事
務
所
の
所
在
場
所
、
代
表
権
を
有
す
る

者
の
氏
名
、
基
本
財
産
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
そ
の
総
額
等
に
係
る
事
項
を
登
記
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
、�

ど
の
よ
う
な
と
き
に
手
続
を
す
る
必

要
が
あ
る
？

　

宗
教
法
人
の
登
記
事
項
に
変
更
が
生
じ

た
と
き
に
は
、
変
更
に
係
る
手
続
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
代
表
役
員

が
交
代
し
た
と
き
に
は
、
新
し
い
代
表
役

員
に
つ
い
て
変
更
の
登
記
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

小
林
や
す
ひ
こ
の

神
社
法
律
相
談

　
近
年
、
県
内
神
社
も
法
律
上

の
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
、

弁
護
士
に
相
談
す
る
ケ
ー
ス
が

出
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小

林
裕
彦
弁
護
士
に
岡
山
県
神
社

庁
の
顧
問
弁
護
士
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。

　
今
回
は
小
林
弁
護
士
に
神
社

と
登
記
に
つ
い
て
説
明
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

岡山県神社庁
顧 問 弁 護 士

小
こ

 林
ばやし

 裕
や す

 彦
ひ こ

岡山市北区弓之町２番15号　弓之町シティセンタービル６階
TEL.086-225-0091　FAX.086-225-0092

小林裕彦法律事務所

■� ■

令和４年 12 月 29 日～
令和５年１月４日（年末年始）
■� ■

閉庁のお知らせ



令和 5年 1月 1日岡山県神社庁庁報（15）� 第 134 号

神

職

任

免

▲

就
任
発
令
の
部
▲

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
務
職

氏
　
名

4
・
7
・
1
久
米
郡
美
咲
町
百
々

大
宮
神
社

権
禰
宜

近
藤　

瑞
枝

4
・
7
・
19
勝
田
郡
勝
央
町
河
原

諏
訪
神
社

宮
司

出
雲
井
公
也

4
・
8
・
1
笠
岡
市
笠
岡

笠
神
社

宮
司

武
本　

和
夫

4
・
8
・
19
総
社
市
八
代

神
神
社

権
禰
宜

白
神　

宗
男

4
・
8
・
19
美
作
市
安
蘇

杉
神
社

禰
宜

井
上　

肯
紀

4
・
8
・
20
久
米
郡
久
米
南
町
上
弓
削

厨
神
社

宮
司

本
郷　

統
章

4
・
8
・
20
久
米
郡
久
米
南
町
上
二
ヶ

龍
川
神
社

宮
司

本
郷　

弘
之

4
・
8
・
30
岡
山
市
北
区
大
井

大
井
神
社

宮
司

矢
野　

具
子

4
・
9
・
1
倉
敷
市
本
町

阿
智
神
社

権
禰
宜

横
山　
　

亮

4
・
11
・
1
倉
敷
市
茶
屋
町

稲
荷
神
社

宮
司

三
谷　

真
之

4
・
11
・
1
高
梁
市
落
合
町
近
似

稲
荷
神
社

権
禰
宜

内
田　

智
之

4
・
11
・
17
玉
野
市
胸
上

八
幡
宮

権
禰
宜

高
畠　

伶
奈

▲

退
任
発
令
の
部
▲

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
務
職

氏
　
名

4
・
7
・
18
勝
田
郡
勝
央
町
河
原

諏
訪
神
社

禰
宜

出
雲
井
公
也

4
・
7
・
31
笠
岡
市
笠
岡

笠
神
社

宮
司

渡
邉
倭
佐
子

4
・
7
・
31
笠
岡
市
笠
岡

笠
神
社

権
禰
宜

渡
邉　

昭
康

4
・
7
・
31
笠
岡
市
笠
岡

笠
神
社

権
禰
宜

武
本　

和
夫

4
・
8
・
19
久
米
郡
久
米
南
町
上
弓
削

厨
神
社

宮
司

本
郷　

弘
之

4
・
8
・
19
久
米
郡
久
米
南
町
上
弓
削

厨
神
社

権
禰
宜

本
郷　

統
章

4
・
8
・
29
岡
山
市
北
区
大
井

大
井
神
社

権
禰
宜

矢
野　

具
子

4
・
10
・
31
倉
敷
市
本
町

阿
智
神
社

権
禰
宜

三
谷　

真
之

神

職

帰

幽

年 
月 
日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
務
職

氏
　
名

現
身
分

享
年

4
・
9
・
13
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
和
田

素
盞
嗚
神
社
宮
司

土
居　

義
範

二
級

80

4
・
9
・
29
真
庭
市
久
世

久
世
神
社

宮
司

須
田　
　

誠

二
級
上

91
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今
年
度
か
ら
広
報
部
員
が
新

し
く
な
り
ま
し
た
。
部
員
一
丸

と
な
っ
て
新
た
な
企
画
に
も
挑

戦
し
て
取
り
組
ん
で
ま
り
ま
す

の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　

さ
て
、
今
号
は
神
社
庁
の
担

当
理
事
六
名
の
方
々
に
「
抱

負
」
と
し
て
、
神
社
庁
が
今
期

取
り
組
む
こ
と
、
現
在
抱
え
て

い
る
問
題
、
将
来
へ
の
展
望
な

ど
、
一
般
の
神
職
の
方
々
へ
活

動
の
内
容
や
今
後
の
方
向
性
に

つ
い
て
紙
面
で
伝
え
て
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
、
原
稿
を
依
頼

い
た
し
ま
し
た
。
就
任
後
間
も

無
く
の
こ
と
で
難
し
い
と
こ
ろ

も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
ご

理
解
ご
協
力
を
賜
り
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

や
は
り
、
組
織
で
は
末
端
ま

で
「
意
思
疎
通
を
図
る
」
と
い

う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
基
本
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
こ
を
疎
か
に

す
る
と
我
々
の
進
歩
や
発
展

に
繋
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

�

広
報
部
長　

青
江

ああ  

とと  

がが  

きき

庁　　務　　日　　誌　　抄庁　　務　　日　　誌　　抄

７月
１日 月次祭

４日 祭祀委員会総会

６日 敬婦監査会・役員会

12日 祭祀舞部会／総代会監査会

13日 総務委員会／神政連監査会・役員会

14日 総代会監査会・役員会／教化委員会総会（いさお会館）

19日 祭儀部会

21日 研修企画室会議／神政連代議員会

26日 総代会評議員会／神政連会議／神青協発送作業

29日 雅楽部会

８月
１日 月次祭

８日 神宮奉賛部会

19日 総務委員会／祭儀部会

24日 二級辞令伝達式

25日 広報部会

29日 役員会／身分選考表彰委員会／祭祀委員会（いさお会館）

31日 雅楽部会

９月
１日 月次祭

４日 神政連講演会（岡山プラザホテル）

６日 支部事務説明会

７日 女子神研修会

８日 中国地区教化会議１日目（岡山市）／DX会議

９日 中国地区教化会議２日目（岡山市）

12日 祭祀舞部会

14日 神宮奉賛部会

16日 神宮大麻頒布始奉告祭／祭儀部会／雅楽部会

21日 神宮大麻頒布始奉告祭

22日 神青協役員会

26日 祭式研修会（岡山縣護國神社・木山神社）／DX会議／事業部会

29日 財務委員会

10月
３日 月次祭／神青協三役会

11日 役員会／身分選考表彰委員会／関係者大会企画委員会

17日 DX会議

19日 二級辞令伝達式

24日 神青協三役会

27日 祭祀舞部会

11月
１日 月次祭

８日 中国地区職員研修会１日目（島根県）／祭儀部会

９日 中国地区職員研修会２日目（島根県）／神青協役員会・総会

10日 役員会／DX会議

11日 定例協議員会／女子神実行委員会

14日 総務委員会／祭祀舞部会

15日 雅楽部会

17日 祭式研修会（羽黒神社）／事業部会

18日 育成部会

21日 祭式研修会（徳守神社）

25日 神社庁研修所講師研究会

28日 伊勢神宮新穀感謝祭１日目

29日 伊勢神宮新穀感謝祭２日目（参拝日）

30日 広報部会

令和４年７月１日～令和４年11月30日


